
J60432-1(H14)

白熱電球類の安全規定
パート１：一般照明用の白熱電球

別紙111



　この電気用品の技術上の基準を定める省令第２項の規定に基づく基準
は、ＩＥＣ　６０４３２－１（１９９９）に対応している基準である。
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導電部から絶縁されている金属部分は、導電状態になってはならない。可動するすべ

ての導電部は、工具を使わず の検査の前に最も都合の悪い位置に置いて置く。A.4
差込形口金（Ｂ形）2.7.2
差込形口金（Ｂ形）口金では、接点からの突出物は、絶縁しようとする金属部から１

㎜以内に接近してはならない。

ねじ込形口金（ 形）2.7.3 E
口金では、口金シェル部から突出物は口金表面から３㎜以上あってはならない。E14

E12, E17 1.0図１を参照すること。 及び 口金では、サイドはんだの高さが口金表面から

㎜以上あってはならない。また、 口金では、サイドはんだの高さが口金表面かE26/25
ら ㎜以上あってはならない。図１’を参照すること。1.5

E26/25ｒ＝３㎜
㎜以下1.5

E12,E17
㎜以下1.0

図１ 図１ （ ）E14 ' E12,E17,E26/25
図１ ねじ込形口金（ 形）E

口金付き電球の沿面距離2.8 B15d,B22d
口金の金属シェル部と接点間の最小沿面距離は、 の適切な口金のシートにIEC 60061-1
与えられた距離に従う。

寿命終了時の安全性2.9
規定された条件で試験されたとき、寿命が終了した電球はガラス球の破損とか口金外れ

が発生してはならない。差込形口金（Ｂ形）口金付きの電球では、試験後口金シェル部と

内部短絡があってはならない。

試験条件は：

－ 附属書Ｄによる強制破損試験または 附属書 による強制破損試験及IEC 60432-2 A
び

－ 附属書Ｅによる点灯破損試験

注

不適合の場合、附属書Ｄ及び の試験は参考方法とする。1 E
強制破損試験は定格電圧 Ｖ未満の電球には適しないが、 附属書 による強制破2 100 IEC 60432-2 A
損試験は定格電圧 未満の電球には適している。100V
強制破損試験で不合格になった電球は、点灯破損試験をする必要はない。3
の条件では、強制破損試験の代わりに点灯破損試験をおこなってもよい。4 H.3

互換性2.10
互換性を確実にするため、 又は に規定された口金を使用IEC 60061-1 JIS C 7709-1
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附属書Ｂ

（基準）

包装の表示記号

電球の包装紙器に表示されている絵記号の高さは５㎜以上、文字の高さは２㎜以上でなけ

ればならない。

ダイクロイック反射形電球とボウルミラー電球B.1
これらの記号は不適合照明器具に用いた電球の過熱事故防止のための安全対策である。

照明器具にも同じ記号が必要である。 を参照すること。IEC 60598-1

ダイクロイッククール反射形電球 反射形電球

ボウルミラー電球

注－ 記号に示される口金は、Ｅ形又はＢ形である。ボウルの形は電球の形状によって変わる。

電球の点灯方向制限B.2
これらの記号は過熱の可能性があるため、口金下方点灯のみ許可することを示している。

逆に読まれることを防ぐため、記号の近くに説明文を入れる。

シャンデリア（キャンドル）電球とボール電球の記号を例として示す。

シャンデリア（キャンドル）電球

ボール電球
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附属書Ｃ

（基準）

口金接着強さ試験の手順

口金接着強さ（未使用の電球）C.1
口金接着強さ試験用ホルダーの詳細は、 口金用については図 に、C.1.1 B15,B22 C.1

及び 口金については図 にその一例を示す。E12,E14,E17 E26 C.2
使用前、Ｅ形口金のテストホルダーはきれいか、潤滑油やグリースが完全にとれていC.1.2
るかを確かめねばならない。

試験される電球の口金はその電球に適合するホルダーに接着する。口金又はガラス球C.1.3
を機械的に固定しても良い。

ねじり力は電球に徐々にかける。ねじり力のかけ方は、次のいずれの方法による。C.1.4
) 表３に設定された要求ねじり力をかける。a
) 表３の限定値より大きいねじり力をかけ、接着力が不具合になる値を求める。こb
の場合、装置は接着力が不具合となる値を測定出来る適当なものでなければならない。

加熱後の口金接着強さC.2
電球をオーブンの中に入れる。C.2.1
電球が置かれているオーブン内の温度は に規定されている温度に維持しなけれC.2.1.1 2.5.4
ばならない。

オーブンの温度は、設定温度の０℃～－５℃の範囲に維持しなければならない。C.2.1.2
テストする電球は定格寿命の 倍の時間連続して加熱する。C.2.1.3 1.5
加熱終了後、電球は室温になるまで放置する。C.2.2
接着強度の測定C.2.3
から の方法に次の修正を行って実施する。C.1.1 C.1.4

) )項の方法で行うとき、表 のねじり力を電球にかける。a C.1.4 a 4
) )項で試験を行うとき、ホルダー内で差込形口金（Ｂ形）口金のピンが折れb C.1.4 b
ないよう口金シェル部を固定しなければならない。
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中心線に対象

X-X断面

寸法 許容差B15 B22
㎜ ㎜ ㎜

A 15.27 22.27 0.03＋

最小値B 19.0 19.0

最小値C 21.0 28.0

最小値D 9.5 9.5

E 3.0 3.0 0.17＋

G 18.3 24.6 0.3±

最小値H 9.0 12.15

K 12.7 12.7 0.3±

おおよその値R 1.5 1.5

注－ 図面はホルダー主要部の寸法を示している。疑義があれば検査す

る。

図 －差込形口金（Ｂ形）口金付き電球の口金接着強さ試験用ソケットC.1
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ねじ部詳細

ねじ部の表面粗さ ＝ μ 以上（注参照）Ra 0.4 m
注－なめらかな表面は口金の機械的過負荷を引き起こす。附属書Ｃ 参照のこと。1.2

単位：㎜

寸法 許容差E12 E14 E17 E26
㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜

最小値C 15.27 20.0 20.0 32.0

K 9.0 11.5 10.0 11.0 0＋
0.3－

O 9.5 12.0 14.0 23.0 0.1±

最小値S 4.0 7.0 8.0 12.0

d 11.89 13.89 16.64 26.492 0.1＋
0－

d 10.62 12.29 15.27 24.816 0.1＋１

0－

P 2.540 2.822 2.822 3.629 -

r 0.792 0.822 0.897 1.191 -

疑義があ注－ 図面はホルダー主要部の寸法を示している。

れば測定する。

図 － Ｅ形口金付き電球の口金接着強さ試験用ソケットC.2
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附属書Ｄ

（基準）

強制破損試験

試験回路と装置D.1
に示す試験回路は、次のもので構成する。D.1.1 D.1
) 又は、 で電球の定格電圧の－２％の裕度のある主電源。電圧範囲で表a 50Hz 60Hz
示されている電球の試験電圧は電圧範囲の中央値であること。

) スイッチＳ。b
) インダクタンスＬは、全インダクタンスが に規定されている値になること。c D.1.4
) 抵抗 は、全抵抗値が に規定されている値になること。d R D.1.4
) 口金用のソケットＨの金属シェル部は、アースされていること。e B15,B22
) ヒューズＦは、定格電圧 ～ Ｖの電球では Ａ以上のもの。又、 ～f 220 250 25 100
Ｖの電球では Ａ以上のもの。150 15
テストする電球に安全カバーを取り付ける。D.1.2
パルス発生器は、試験電球間で測定したとき、次の特性のパルスを与えることが出来D.1.3
ること。（図 及び を参照のこと。）D.2 D.3
－ ピーク値( )： 以下の電球にあっては － ；kV 100W 2.9 3.1

より大きい電球にあっては － ；100W 2.4 3.1
－ パルス幅 (ピーク値の ％)(μ )： 以下の電球にあっては ～ ；tw 40 s 100W 8 20

より大きい電球にあっては最大 ；100W 10
－ 上昇時間 (μ )：最大 ；tr s 1

70 10－ タイミング（電気的 ）（°）φ＝ ±

注－ ピーク値は、 ボルトレベルから測定する。（図 参照）0 D.3
のいろいろな部品、そしてヒューズ、配線を含む全回路のインダクタンスと抵D.1.4 D.1.1

抗は、次の条件に合致しなければならない。

) 定格電圧 ～ の電球a 200 250V
0.4 0.45－ 抵抗（Ω）： ～

mH 0.6 0.65－ インダクタンス( )： ～

) 定格電圧 ～ の電球b 100 150V
0.3 0.35－ 抵抗（Ω）： ～

mH 0.6 0.65－ インダクタンス( )： ～

試験手順D.2
試験する電球を電球ホルダーに取り付け、安全カバーを被せる。D.2.1
電球にライン電圧のみがかかるスイッチを入れる。５秒以上点灯した後、高電圧のパD.2.2
ルスを１回印加する。もし電球が点灯したままなら、パルスの印加を５回繰り返す。

まだ、電球が点灯したままなら、ライン電圧を電球の寿命が ％短縮される過電圧D.2.3 60
で点灯する。（ 参照)その後、 の高電圧パルスを再びかける。H.2.3 D.2.2
寿命の換算は、次の式で行う。

ここで、
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： 定格電圧での寿命時間L ｏ

： 試験電圧での寿命時間L

： 定格電圧U ｏ

： 試験電圧U

： 真空電球では 、ガス入り電球では 。n 13 14

検査手順D.3
認証機関での検査D.3.1
認証機関では、 ％の過電圧点灯が許されている。この検査中に発生した断線は、10
インピーダンスの限界値が一致していれば最終の評価に数えられる。

製造者での検査D.3.2
検査では、 ％過電圧点灯が許されている。もし、過電圧が ％を超えているか、30 10
又は試験台の条件が合致していない場合、検査中に発生した断線は最終の評価に数えら

れない。

注－ 認証機関での検査では、電球に実際に掛からない抑制ストレスがかかるため、この要求条件は、

製造者でおこなうものとは異なっている。一方、認証機関は電球が耐えたストレスの詳細な知識を
用いて、試験時間と費用を削減する可能性を与える。

検査と評価D.4
テストの後、各々の電球は次のことについて調べる。

) ガラス球が元どおりかどうか。a
) ガラス球が口金から外れていないかどうか。b
) Ｂ形口金付きの電球では、接点とシェルの間で短絡していないか。c
電球が試験で不具合と見なされたら、不良とカウントされる。

もし、 に規定されている試験を行った後、電球が点灯していれば、合格したものD.2.3
と見なす。

主電源 パルス発生器

D.1図
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電圧

D.2図

ピーク電圧

発生電圧

D.3図
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附属書Ｅ

（基準）

点灯破損試験の手順

試験は次の条件で行う。

試験は、寿命の終了時まで続ける。試験は定格電圧の＋ ％、－０％で行う。例外とE.1 10
して、中間電圧の ％を超える電圧範囲がある電球では上限電圧の＋ ％、－０％で行2.5 10
うが ／ Ｖの場合は、その設計電圧で行う。なお、点灯電圧は、強制破損試験と同100 110
じく ％迄の過電圧点灯が許される。30

点灯方向は、製造者の指定が無い限り、口金上方で点灯しなければならない。試験台のE.2
ソケットの軸は、規定された点灯方向より５°以上ずれてはいけない。

試験装置は、次の条件に合致していなければならない。E.3
－ 試験台のソケットは強固な構造で、充分な電気的接続が保証され、且つ、過熱を防

ぐ設計になっていなければならない。

－ 電圧の測定点と口金接点間の電圧降下は、試験電圧の ％を超えてはならない。0.1
－ Ｂ形口金のソケットでは、口金はヒューズの付いた主電源に接続されていない接点

と同電位であること。

－ 電球の点灯中の口金とガラス球の接合部の温度は、表 に示された限界値を超えK.1
てはならない。

－ 電球は極端に周囲温度の高い所や、他からの加熱の影響を受けてはいけない。

－ 電球は感知出来るような振動のない状態で点灯すること。振動や衝撃の無いことは、

電球の点灯中又はスイッチの入り切り時にソケットに触れば判る。

－ 電球は、１日２回 分以上スイッチを切らねばならない。15
注－ 試験を伸ばすために「 」タイプのＢ形ソケットを使用しないことを勧める。spring-loadedplunger

定格電圧 ～ の電球用の回路は、附属書 の方法で測定したとき、表 の特E.4 100 250V J E.1
性であること。

表 －試験回路の特性E.1

100 150 V 200 250 V～ ～

3 0.5 0.1－ 抵抗（Ω） 注 ±
１）－ インダクタンス（ ） 注 ±mH 3 0.5 0.1

－ 個々の外部電球ヒューズ 注 （ ）低速形3 10 A
最小定格値（ ）A

2 2－ サージ限界値 注 注

注

全インピーダンスが Ωを超えない場合、製造業者独自のテストでは高インダクダ1 0.7
ンスを用いても良い。 の場合、インダクタンスは比例して低くする。60Hz
サージ限界値の平均値は、 の特性条件を満足する。2 IEC60064

～ Ｖの試験台では、スイッチオンと同時に流れる最大負過電流は Ａである。E.5 200 250 16
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附属書Ｆ

（参考）

試料数と による合格判定個数A Q L

表 －合格判定個数－計数抜取検査F.1

合格判定個数
試料数 （製造者記録での不適合個数）

％AQL
0.25 0.4 0.65 1.5 2.5

32 1 2
50 2 3
80 1 3 5

125 2 5 7
200 3 7 10
315 2 3 5 10 14
500 3 5 7 14 21
800 5 7 10 21

1,250 7 10 14
etc.

表 －合格判定個数 ＝ ％F.2 AQL 0.25
１部 ２部

試料数 合格判定個数 試料数 合格判定％

315 2 2,001 0.485
316 to 500 3 2,200 0.48
501 to 635 4 2,600 0.46
636 to 800 5 3,300 0.44
801 to 1,040 6 4,200 0.42

1,041 to 1,250 7 5,400 0.40
1,251 to 1,500 8 7,200 0.38
1,501 to 1,750 9 10,000 0.36
1,751 to 2,000 10
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表 －合格判定個数 ＝ ％F.3 AQL 0.4
１部 ２部

試料数 合格判定個数 試料数 合格判定％

315 3 2,001 0.73
316 to 400 4 2,150 0.72
401 to 500 5 2,400 0.70
501 to 650 6 2,750 0.68
651 to 800 7 3,250 0.66
801 to 950 8 3,750 0.64
951 to 1,000 9 4,500 0.62

1,101 to 1,250 10 5,400 0.60
1,251 to 1,400 11 6,700 0.58
1,401 to 1,600 12 8,500 0.56
1,601 to 1,800 13 11,000 0.54
1,801 to 2,000 14 15,000 0.52

22,000 0.50
33,500 0.48
60,000 0.46

130,000 0.44
540,000 0.42

1,000,000 0.41

表 －合格判定個数 ＝ ％F.4 AQL 0.65
１部 ２部

試料数 合格判定個数 試料数 合格判定％

80 1 2,001 1.03
81 to 125 2 2,100 1.02

126 to 200 3 2,400 1.00
201 to 260 4 2,750 0.98
261 to 315 5 3,150 0.96
316 to 400 6 3,550 0.94
401 to 500 7 4,100 0.92
501 to 600 8 4,800 0.90
601 to 700 9 5,700 0.88
701 to 800 10 6,800 0.86
801 to 920 11 8,200 0.84
921 to 1,040 12 10,000 0.82

1,041 to 1,140 13 13,000 0.80
1,141 to 1,250 14 17,500 0.78
1,251 to 1,360 15 24,500 0.76
1,361 to 1,460 16 39,000 0.74
1,461 to 1,570 17 69,000 0.72
1,571 to 1,680 18 145,000 0.70
1,681 to 1,780 19 305,000 0.68
1,781 to 1,890 20 1,000,000 0.67
1,891 to 2,000 21
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表 －合格判定個数 ＝ ％F.5 AQL 1.5
１部 ２部

試料数 合格判定個数 試料数 合格判定％

32 1 991 2.40
33 to 50 2 1,150 2.35
51 to 80 3 1,300 2.30
81 to 110 4 1,450 2.25

111 to 125 5 1,700 2.20
126 to 165 6 2,000 2.15
166 to 200 7 2,400 2.10
201 to 240 8 2,900 2.05
241 to 285 9 3,500 2.00
286 to 315 10 4,350 1.95
316 to 360 11 5,400 1.90
361 to 410 12 8,000 1.85
411 to 460 13 9,400 1.80
461 to 500 14 13,500 1.75
501 to 545 15 21,000 1.70
546 to 585 16 38,000 1.65
586 to 630 17 86,000 1.60
631 to 670 18 310,000 1.55
671 to 710 19 1,000,000 1.53
711 to 755 20
756 to 800 21
801 to 850 22
851 to 915 23
916 to 990 24
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表 －合格判定個数 ＝ ％F.6 AQL 2.5
１部 ２部

試料数 合格判定個数 試料数 合格判定％

32 2 1,001 3.65
33 to 50 3 1,075 3.60
51 to 65 4 1,150 3.55
66 to 80 5 1,250 3.50
81 to 100 6 1,350 3.45

101 to 125 7 1,525 3.40
126 to 145 8 1,700 3.35
146 to 170 9 1,925 3.30
171 to 200 10 2,200 3.25
201 to 225 11 2,525 3.20
226 to 255 12 2,950 3.15
256 to 285 13 3,600 3.10
286 to 315 14 4,250 3.05
316 to 335 15 5,250 3.00
336 to 360 16 6,400 2.95
361 to 390 17 8,200 2.90
391 to 420 18 11,000 2.85
421 to 445 19 15,500 2.80
446 to 475 20 22,000 2.75
476 to 500 21 34,000 2.70
501 to 535 22 60,000 2.65
536 to 560 23 110,000 2.60
561 to 590 24 500,000 2.55
591 to 620 25 1,000,000 2.54
621 to 650 26
651 to 680 27
681 to 710 28
711 to 745 29
746 to 775 30
776 to 805 31
806 to 845 32
846 to 880 33
881 to 915 34
916 to 955 35
956 to 1,000 36

試験試料数が前掲の表に示されている数より多いとき、合格判定個数は次の式から求められ

る。

ここで

：試料数N

：該当する％A

：合格判定個数Q Ｌ

小数の場合、一番近い整数にまるめる。
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附属書Ｇ

（参考）

合格判定基準－計量値

この附属書の目的は、附属書Ｃで口金接着強さ試験結果を計量値で記録している製造者が、

口金接着強さの合否を決めるためである。 は ％である。AQL 0.65
合格判定の決定

合格の基準は、製造者の記録で電球の測定結果の位置と分析が、限界値とどう関連している

かを推定して行う。一平均値と標準偏差

が明確なロットの合格する確率は、資料の大きさとともに増加し、計数抜き取り検査AQL
用の慴動スケールと同じ傾向になっているが、しかし同一ではない。

は、資料の個々値の分布がロットの不合格判定個数に反映するかを見る品質指標で、次Q Ｌ
の式で計算される。

X L－
＝Q Ｌ
Ｓ

ここで

－
生産記録の結果の平均値X ：
規定された下限値L ：
生産記録から計算された標準偏差の推定値で、Ｓは次のように計算される。S ：

ｎ ２Σ ( )x - X１
S= i=1

n 1－
ここで
：個々値x １
：データ数n

テストは、 が より大きいか等しければ合格となる；Q kＬ

テストは、 が より小さければ不合格となる。 は合格判定数として知られており、表Q k kＬ

にある。G.1
試料数が を超える場合、 個の 値が用いられる。生産の記録が、表 一致する200 200 k G.1
ものが無い場合、次の低い数量のものが適用される。

この章での統計的手法の基礎は、正規分布またはそれに近いものが想定されている。正規分

布性の確認は、確率紙でもって行う。

別の可能性ある問題として、測定器能力の上限界のため、データの高い部分の分布が切り取

られることである。装置が良く設計されており、且つ規定値の３倍の測定範囲があっても問題

x Sが存在すれば、これは品質の良いことを示している。しかしながら、確率紙を使って と

を求め、 を求めることも出来る。Q Ｌ
注－この章での合格基準は になる。ISO3951

表 －合格判定数G.1

合格判定数試料数 k
20 1.96
25 1.98
35 2.03
50 2.08
75 2.12

100 2.14
150 2.18
200 2.18
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附属書Ｈ

（基準）

強制破損試験のグループ分け、抜取方法及び合格条件

この試験は、設計変更のとき行う設計試験である。

グループ分けH.1
一般に、電球をクラス別に分けて評価する。

) 口金だけが異なっているクラスでは、次のようにグループ分けすることが出来る。a
B15 B22と

E14
E12,E17 E26と

) ガラス球が、例えば、白色、色付き、反射形のようにガラス球処理のみが異なったb
クラスでは、クリア、フロストタイプと区別して、特別な処理をした電球として試験す

るようにグループ分けしてもよい。もし内面コーティングの電球があれば、外面コーテ

ィング電球より優先して選ぶべきである。

抜取方法H.2
もし、１クラスだけ（もしくは でグループ分けしたような複数のクラスを）をH.2.1 H.1
評価する場合、 個の抜き取りを行う。ただし、結果によっては２回目の 個の抜125 125
き取りが必要となる場合がある。( 参照)H.4.2S
もし、数クラス（もしくはグループ分けした複数のクラス）を評価するとき、全クラH.2.2
スの抜き取り数の合計が 個以上あれば、各クラスの抜き取り個数は 個まで減1000 50
らすことが出来る。ただし、各クラスからの初回の抜き取り数はほぼ同数になるように

する。

強制破損試験で断線が必ずしも起こらない場合、少なくても各クラスで 個の電球H.2.3 25
が断線すれば、最終結果として認めてもよい。もし、断線した電球の数が 個未満の25
とき、次の二つのうちいずれかを選ぶこと。

試験される電球は断線が 個になるまで増やさねばならない。もし、規定の断線数H.2.3.1 25
に達しないとき 及び の手順に従って 個の電球が断線するまで充分な数の電D.3 D.4 25
球を試験する。各クラスの試験で 個以上の電球が合格した場合、最終結果とみなし25
てよい。

又は、 に規定された最小数を達成するのに充分な数の電球を 及び の手H.2.3.2 H.2.3 D.3 D.4
順に従って抜き取る。試験された各々のクラスでは、少なくても 個の電球が強制破25
損試験に合格すれば、最終結果としてもよい。

代替え出来る試験データH.3
もし、 の条件に合致していれば、必ず行わねばならない設計試験に、H.3.1 H.1,H.2.1H.2.2
附属書 の代わりに附属書 の方法を用いてもよい。D E
設計変更が無い場合、 の抜き取り条件の代わりに、附属書Ｅの条件であるH.3.2 H.2.1,H.2.2
一定期間集積された点灯破損試験のデータを全般的にあるいは部分的に使用してもよい。

合格の条件H.4
もし１クラスのみの評価をするとき（ 参照）、初回の 個の電球の試験結果H.4.1 H.2.1 125
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を検討し、次の処置を行う。

－ 不具合数 ０ ：合格＊

「不具合」の定義は 強制破損試験に記されている。
＊ D.4

－ 不具合数 ２個(またはそれ以上) ： 不合格

－ 不具合数 １個 ：２回目の 個の資料を抜き取り、その中に不具合品が全く125
無い場合に合格とする。

もし、２回目の資料を抜き取った場合、 の条件がこの資料に別途にあたえる。H.2.3
による減少資料方式を用いた場合、評価は条件が全クラスをまとめて行うが、もH.4.2 H2.2

し、個々のクラスで評価する場合、

) 不具合数が２個又はそれ以上のとき：試験された全クラスを不合格とする。a
) 不具合数が１個のとき：このクラスの追加抜き取りを行い、資料総数が 個にb 250

なるまでに不具合数が 個の場合このクラスは合格とす0
る。

全クラスの電球を個々に評価するとき、同時に抜き取られる全クラスの電球数は表６

による。不具合数が合格判定個数又は合格判定限界率を超えない場合は全クラスを合格

とみなす。

少数のクラスを評価するときは、資料数は減らさずに、 によって個々に処理すH.4.1
る。

強制破損試験の適用事例H.5
製造者が次のクラスを評価したい場合：H.5.1
－ 内面つや消し200V-250V 40W SC
－ 内面白色塗装200V-250V 40W CC
－ 赤、青、緑及び黄色（塗料は外面塗装）200V-250V 40W CC
－ 内面つや消し200V-250V 60W CC
－ ボウルミラー200V-250V 60W CC
次の資料を抜き取る。

－ 個 内面つや消し125 40W SC
－ 個 内面白色塗装125 40W CC

－ 個 ボウルミラー125 60W CC
（どの場合でも、もし不具合品が１個発生したとき、更に 個の資料を抜き取らね125
ばならない。）

製造者が クラスの電球を評価したい。このとき、各クラスから 個の電球を抜H.5.2 11 91
き取る。（合計サンプル： 個）1,001
製造者が クラスの電球を評価したい。このとき、各クラスから 個の電球を抜H.5.3 25 50
き取る。（合計サンプル： 個）1,250

H.5.4 H.5.2 91 27 D.4で示された試験を行う。１つのクラスで 個中 個の電球が不点になり

25 91の条件に満足しないものは無かった。不点になった電球が 個を超え、試験された

個の中に不具合品が無いため、この試験は合格とする。

他のクラスでは 個しか不点にならなかったため、再度 により資料を抜き取H.5.5 13 H.5.2
る。

製造者は、不点の電球が 個になるように更に資料の抜き取りを行う。このクラス25
の結果を得るため、 及び によって試験を行うが、この数は 個の可能性H.2.3.2 D.4 85
もあり 個で済む場合もある。12

Ｈ の例として、 個の試験を行い 個が不点となった。そして、１個の不具合.5.6 H.5.2 91 39
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品となった。このとき、更に 個の試料を抜き取る。このときの試験では、 個の159 70
電球が不点になり不具合品は０であった。とすると、このクラスでは合計 個を試250
験し、 個が不点、１個が不具合品であった。これはクラス別の要求条件には満足す109
るが、全 クラスの結果では、全てをまとめて表６を適用する。11
の例についてH.5.7 H.5.1
Ｗの白色塗装電球 個の試験では、 個が不点になり１個の不具合品が発生40 125 103

した。更に 個の試験の結果では、 個が不点になり１個の不具合品が発生した。125 87
250 200 250この評価結果では 個の試験を行い、２個の不具合品となる。このため、 ～

Ｖ Ｗ の内面白色塗装及びカラー電球は不合格とする。40 CC
の例についてH.5.8 H.5.1
Ｗボウルミラー電球 個の試験では、７個が不点になり不具合品は０個であっ60 125

た。又、 個が寿命試験され１個が に合致しなかった。そこで、更に 個の電18 D.4 125
球を抜き取る。強制破損試験では、 個が断線したが、不具合品は０個であった。そ11
こで、 個の電球を 及び により寿命試験したが、寿命終了時で に適14 H.2.3.2 D.4 D.4
合しないものは０個であった。

この結果、 個の電球を試験して、不具合品は１個であったので、合格となる。250
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附属書Ｊ

（基準）

主回路のインピーダンスの測定方法

次に述べる方法で、 と の条件を満足する充分な精度をもって、主回路のインピーダD.2 E.4
ンスを測定することが出来る。

この方法は、主回路の電圧を一定にして普通の作動時において発生する電流を利用する。

Δ 制定の原理では、測定可能な電位差 は、充分大きな抵抗とインダクタンス負荷によU U
って発生する。図 にブリッジ回路を示す。J.1

a b e.m.fブリッジの端子 と は、インピーダンスが見られる主電源の端子である。主電源の

（起電力）は で、インピーダンスは ＝ ＋ である。E Z R jxｍ ｍ ｍ ｍ

又は が回路に入ったとき、 の閉止によって がかわらない場合（Δ ＝ ）R X S U U 0２１ ２２ ａｃ

ブリッジ

はバランスしている。

平衡条件は：
２１R

≡ ・ 抵抗回路用ブリッジR R = R'ｍ ３ ｍ
４R
２２X

≡ ・ 誘導回路用ブリッジX R = X'ｍ ３ ｍ
４R

と は、ほぼ Ａ流せる負荷である。R X 10２１ ２２

固定抵抗 可変抵抗 （ 段階に調整可能）とで高抵抗回路を構成する。スイッチＳはR R 30４ ３

電流０ポイント用のスイッチでトライアックが使用される。

ｍΔ を測定する計器は、０ポイントを計測出来る感度の良いものでなければならない。U R
と の決定には、 と（ ＋ ）それぞれに起因する小さな誤差が生じる。 は比較X X R R Rｍ ｍ ｍ ２２ ２２

的小さいが の抵抗によって避けられない。 による誤差は、無視出来るものである。X R２２ ｍ

を決定するときの誤差は、通常数％で無視出来る。誤差が ％を超える場合、電気工学X 10ｍ

の通常の規則によって校正をしなければならない。

図 －ブリッジ回路J.1
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附属書Ｋ

（参考）

照明器具設計条件

電球を安全に使用するためにK.1
電球を安全に使用するために、必ず次の事項を守ること。

最高口金温度K.2
照明器具は電球の口金温度が規定の最高温度を超えないよう設計されていなければなら

ない。

又、表２にある口金温度上昇についても、充分な考慮を払わねばならない。

電球に使用されている材料の耐熱温度を超えないため、電球は次の限界値を超えない状

態で点灯しなければならない。

) 表 に示された口金種類別の最高口金温度：又はa K.1
) 表 で ℃と規定されているあるクラスの電球では、定格電力 Ｗ及びそれ以b K.1 210 15
下及びレフ形又はボウルミラー形でない電球については、製造者は最高口金温度 ℃165
にしか耐えない設計であることを選んでもよい。

表 －最高口金温度K.1

口金の種類 温度（℃）

B15d 210
B22d 210
E12 165
E14 210
E17 165
E26/25 165
× －E26/50 39

測定方法K.3
口金温度は、実際に使われるソケット又は器具に電球を取り付け、適当な熱電対を使用

して、 に規定された方法で測定しなければならない。IEC 60598-1
口金温度の測定方法には２つの方法がある。

a 1) 方法

熱電対の接点を、ガラス球と口金部の接触部から２㎜以内の口金シェル部に取り付け

る。

b 2) 方法

この方法は測定値に疑問のある場合に用いる。

ガラス球と口金の接点部より１～２㎜の口金シェル部に穴をあけた後、熱電対の接点

を接着剤内に固定する。口金周辺の一番わずらわしい位置を選ぶこと。（一般的にフィ

ラメントに一番近い位置となる。）

注－ メカニカル口金の場合、熱電対を接着剤に直接差し込む穴をあける必要はない。熱電対は、ガラ

ス球と口金接点部より１～２㎜のところ（スカート付き口金ではガラス球とスカート部の接点部よ
り ～ ㎜のところ）最も取り付けにくい位置に固定する。1 2
熱平衡に達してから測定された温度は、表 の最高口金温度を超えてはならない。K.1
熱平衡に達してから測定された温度は、表 の最高口金温度より５℃程高くなるK.1
場合がある。これは電球から放射熱が熱電対に影響するからである。

警告：口金温度測定中の口金シェル部は、充電しているため触れないこと。
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特別な照明器具K.4
で言及されているように、ダイクロイック・反射形電球やボウルミラー電球では特2.2.2

別な器具を使用する。

これらの電球をガラス球形状同じだからと言って、一般的な器具で使用すると加熱の危

険がある。照明器具への表示条件は、 に規定されている。IEC 60598-1

電球の点灯方向K.5
シャンデリア（キャンドル）電球やボール電球のように点灯方向が規制されている電球

には、 に従って表示する。このような電球は口金上向きで点灯してはいけない。2.2.3
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附属書Ｘ

（基準）

形式検査のサンプル数と評価

口金温度上昇X.1
５個のサンプルの各々の口金温度上昇は表２’の値より低いこと。

沿面距離X.2
サンプルの５個のランプがすべて の条件を満足すれば合格とする。２個以上の不良2.8
がでれば不合格を記録する。もし、１個が不良の場合、更に５個のランプを抜き取り、不

良が０個であれば合格とする。

強制破損試験X.3
附属書 による。だたし、 個のサンプルについて寿命末期まで 項により評価さH 315 D.4
れた電球は 項の試験を行わない。2.9

その他X.4
から 以外の検査項目については１個のサンプルで確認を行う。X.1 X.2


